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  第６章 下水道中期ビジョンの実現に向けて  
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第６章では、「第２期那須塩原市下水道中期ビジョン」の実現に向け、令

和 12(2030)年度までに実施すべき事業内容について示します。  

 

    

 

基本方針  

 

 

方針・目標  

 

基本方針１  

 

良好な水環境

の保全  

【快適】  

●効率的な整備手法により生活排水処理人口普及率の向上を図ります  

 

【目標】生活排水処理人口普及率  

７７ .２％   ⇒   ８１ .２％   ⇒   ８３ .９％  

（令和元年度）  （令和 7 年度）  （令和１2 年度）  

●計画的な施設管理により下水道の機能を維持します  

 

【目標】３つの視点での維持管理、計画的更新の推進  

１：故障を未然に防ぐことを意識した「維持管理」  の実施  

２：施設の延命を目的とした更新（「長寿命化」）の状況に合わせた実施  

３：「施設更新」の際、機能の改善と効率の向上を併せて実施  

●下水道資源の有効活用により、  

地域に開かれた下水道の実現、循環型社会の構築に貢献します  

【目標】下水汚泥の有効利用率  

８８％   ⇒   １００％   ⇒   １００％  

（令和元年度）  （令和７年度）  （令和１２年度）  

  

基本方針２  

 

安全・安心な  

まちづくり  

【強靭】  

●雨水排水対策を進め市民の生命と財産を守ります  

 

【目標】他事業と連携した総合的な浸水対策の実施  

１：総合的な排水調査に基づき事業毎の分担区域を設定  

２：他事業との連携による一体的な浸水対策工事の実施  

●下水道施設の耐震化により地震に強い下水道を構築します  

 

【目標】２つの視点での地震対策の推進  

１：施設の耐震化による地震災害の防止  

２：BCP（業務継続計画）に基づく災害時対応訓練の年１回以上の実施  

  

基本方針３  

 

健全な下水道

事業経営  

【持続】  

●経営基盤の強化によりサービスを継続します  

【目標】経費回収率  

９１．３％  ⇒  ９３．０％  ⇒  ９３．０％  

（令和元年度）  （令和 7 年度）  （令和１2 年度）  

 
 

 

 

実施内容一覧表  
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施策  

事業等  

前期計画  

（令和 3～7 年度）  

後期計画  

（令和 8～１2 年度）  

1-1.効率的な整備手法に 

よる汚水処理施設の整

備推進  

・公共下水道区域内の汚水管路整備  

・集合、個別処理区域の見直し、浄化槽事業の活用  

・農業集落排水東部地区の公共下水道への編入検討  

・浄化槽の設置助成の継続、合併浄化槽への転換促進  

1-2.水洗化の促進  ・訪問説明等による水洗化促進  

・ホームページや広報による PR 活動  

1-3.下水道及び農業集落

排水施設の計画的な管

理  

・下水道及び農業集落排水施設の維持管理及び修繕  

1-4.水処理センター等の

計画的更新  

・黒磯及び塩原水処理センターの更新  

・管路及びマンホールポンプの更新  

1-5.浄化槽の適切な維持

管理の推進  

・浄化槽の適切な維持管理に関する PR 活動及び指導  

・浄化槽台帳の作成及び管理  

1-6.下水汚泥等の利用  ・消化ガスの活用方法の検討  

・栃木県下水道資源化工場の活用  
  

2-1.総合的な浸水対策に

よる浸水防除  

・他部局や関係機関との連携によ

る排水調査の実施  

・河川事業等との連携による浸水

対策工事の実施  

・各事業における排水対策区域の

設定  

2-2 下水道施設の耐震化  ・水処理センターの耐震化  

 ・下水道管路施設の耐震化  

2-3.災害対応と応急復旧

対策  

・ＢＣＰ（業務継続計画）に基づく訓練の実施  

・マンホールトイレ等の整備の検討  
  

3-1.下水道経営戦略の運    

  用  

・下水道事業経営戦略の運用  ・下水道事業経営戦略の見直し及

び運用  

3-2.継続的な経営改善や 

新たな技術等の導入の

検討  

・整備、維持管理コスト縮減策を検討  

・新たな情報通信技術等の導入の検討  

3-3.適正な下水道使用料

の検討  

・適正な下水道使用料への統一  ・適正な下水道使用料水準の検

討  

実施内容一覧表  
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（１）良好な水環境

の保全  【快適】 

 

1-1．効率的な整備手法による汚水処理施設の整備推進  

前期計画では、事業認可計画及び国の10年概成の方針に基づ

き、令和 8(2026)年度の概成を目標として公共下水道区域にお

ける汚水管路の整備を進めます。また、効率的な汚水処理施設

整備のため、市の将来像や人口の区域ごとの分布の動向を見据

え、経済性や地域の実情を勘案の上、必要な箇所は浄化槽事業

への転換を図り、全体計画等における下水道計画区域の見直し

を行います。 

また、農業集落排水の東部地区を公共下水道に編入すること

についても併せて検討を行います。  

個別処理区域では適正な汚水処理を推進するため、浄化槽設

置補助金の助成を国及び県と合わせて継続するとともに、合併

浄化槽への転換促進を図ります。  

 

 

後期計画では、前期計画から引き続き、市の将来像や人口の

区域ごとの分布の動向を見据え、経済性や地域の実情を勘案

し、更なる浄化槽事業の活用も図りながら、令和8(2026)年度の

概成を目標として公共下水道区域内の汚水管路の整備を行い

ます。令和9(2027)年度以降は、新たな管路の整備は事業を縮小

しつつ管路等の更新を行います。また、個別処理区域において

は単独浄化槽から合併浄化槽への転換促進を図ることで適正

な汚水処理を推進します。  

農業集落排水の東部地区を公共下水道に編入することにつ

いても引き続き検討を行います。  

 

■令和 8～12 年度  実施内容  

・汚水管路の整備  

・浄化槽事業の活用  

・農業集落排水東部地区の公共下水道への編入検討  

・浄化槽の設置助成の継続、合併浄化槽への転換促進  

 

■令和 3～7 年度  実施内容  

・汚水管路の整備  

・集合、個別処理区域の見直し、浄化槽事業の活用  

・農業集落排水東部地区の公共下水道への編入検討  

・浄化槽の設置助成の継続、合併浄化槽への転換促進  

 

１．事業内容  

■用語解説参照   事業認可計画、概成、全体計画、処理区域、単独浄化槽、合併浄化槽  
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1-2．水洗化の促進  

水洗化率向上のため、供用開始地区の未接続世帯について戸

別訪問やホームページ等によるPR活動を行います。 

 

 

1-3．下水道及び農業集落排水施設の計画的な管理  

 既存の下水道施設（黒磯水処理センター及び塩原水処理セン

ター等）について、保守点検及び修繕に関する計画により、予

防保全型の管理を実施します。  

また、既存の農業集落排水施設について、下水道施設と同様

に維持管理を実施します。  

 

 

1-4．水処理センター等の計画的更新  

 黒磯水処理センター及び塩原水処理センターの機械電気設

備は更新時期を経過しており、既に更新事業が始まっていま

す。計画期間においては、ストックマネジメント計画に基づき

更新を実施します。 

 また、管路やマンホールポンプについても、点検調査の結果

に応じて計画的に更新を実施します。 

 

 

 

 

■令和 3～12 年度  実施内容  

・ストックマネジメント計画に基づき水処理センターの設備等の  

更新を実施  

・管路及びマンホールポンプの更新を実施  

■令和 3～12 年度  実施内容  

・計画に基づき下水道及び農業集落排水施設の維持管理及

び修繕を実施  

■令和 3～12 年度  実施内容  

・訪問説明等による水洗化促進  

・ホームページや広報による PR 活動  

■用語解説参照   水洗化率、供用開始地区、修繕、予防保全型、更新、ストックマネジメント、管路、マンホールポ

ンプ  
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 1-5．浄化槽の適切な管理の推進  

 既設の浄化槽について、市民や事業者が適切に維持管理する

ことで良好な生活排水処理が行われるよう、ホームページや広

報誌、イベントを活用した継続的なＰＲ活動や、指導を実施し

ます。 

 浄化槽の管理状況を把握するため、浄化槽台帳を作成し適切

な管理を推進します。  

 

 
 

1-6．下水汚泥等の利用  

 黒磯水処理センターの汚泥処理過程の１つである消化にて発

生する消化ガスについて、現在も消化槽の加温に活用していま

すが、消化ガスの発生量の動向を見ながら、さらなる活用方法

を検討します。 

 なお、現在下水汚泥の資源化を行っている栃木県下水道資源

化工場についても、継続的に活用します。  

 

 
 

■令和 3～12 年度  実施内容  

・消化ガスの活用方法を検討  

・栃木県下水道資源化工場を継続的に活用  

■令和 3～12 年度  実施内容  

・浄化槽の適切な維持管理に関するＰＲ活動・指導を実施  

・浄化槽台帳の作成及び管理  

■用語解説参照   消化ガス、栃木県汚泥資源化工場  
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（２）安全・安心な ま

ちづくり 【強靭】 

2-1．総合的な浸水対策による浸水防除  

 前期計画では、他部局や関係機関との連携により総合的な排水

調査を実施して浸水被害地区の状況を詳細に把握します。  

また、雨水幹線整備や河川改修などの分担区域を明確にするこ

とで効果的な対策方法を検討します。  

 

後期計画では、河川事業などの他事業と連動しながら各分担区

域において相乗効果を得られるよう調整を図り、浸水対策工事を

実施します。  

 

 

2-2．下水道施設の耐震化  

 下水道施設の更新事業と併せて施設の耐震化を進めます。これ

により、整備コストの縮減を図ります。  

 

 

 

 

 

■令和 3～12 年度  実施内容  

 ・下水道施設の更新事業と併せて耐震化事業を実施  

■令和 8～12 年度  実施内容  

・河川事業等との連携により浸水対策工事を実施  

■令和 3～7 年度  実施内容  

 ・他部局や関係機関との連携による排水調査の実施  

 ・各事業における排水対策区域の設定  

 

■用語解説参照   更新、耐震化  



 6-8 

 

 

  

 2-3．災害対応と応急復旧対策  

ＢＣＰ（業務継続計画）の適正な運用により災害時における業

務継続性を確保します。また遅延なく災害対応が行えるよう、災

害担当課との連携を図っていきます。  

 

災害時の避難所などにおける衛生環境の確保のためマンホー

ルトイレ等の整備を検討します。 

 

■令和 3～12 年度  実施内容  

 ・ＢＣＰ（業務継続計画）に基づく訓練の実施  

 ・マンホールトイレ等の整備の検討  

■用語解説参照   BCP、マンホールトイレ  

マンホールトイレ 

マンホールトイレの構造イメージ 

 

（出典：国土交通省下水道部 HP） 
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（ ３ ）健全な下水道

事業経営【持続】 

3-1．下水道事業経営戦略の運用  

 前期計画では、下水道財政の現状分析や将来見通しを踏まえ、

下水道事業の経営方針や投資財政計画等を示した下水道事業経

営戦略を運用していきます。 

 

 後期計画では、前期の経営状況や社会情勢の変化等を踏まえ、

下水道事業経営戦略を見直し運用します。  

 

 

3-2．継続的な経営改善や新たな技術等の導入の検討  

 施設整備費や維持管理費の抑制を図るため、県及び近隣市町

との広域化や共同化の検討を踏まえ、コスト縮減対策を検討し

実行します。 

 また、さらなる経営効率化とサービスの向上を図るため、新

たな情報化技術等の導入を検討していきます。  

 

 

3-3．適正な下水道使用料の検討  

 前期計画では、今後の財政収支バランスを改善するため、下

水道使用料の適正化に向け、使用料体系及び水準の統一をしま

す。 

 

 後期計画では、下水道使用料の適正化に向け、使用料水準に

ついて検討します。  

 

■令和 8～12 年度  実施内容  

 ・適正な下水道使用料水準の検討  

■令和 3～7 年度  実施内容  

 ・適正な下水道使用料への統一  

■令和 3～12 年度  実施内容  

・整備、維持管理コスト縮減策を検討  

・新たな情報通信技術等の導入の検討  

■令和 8～12 年度  実施内容  

・下水道事業経営戦略の見直し及び運用  

■令和 3～7 年度  実施内容  

・下水道事業経営戦略の運用  

■用語解説参照   維持管理費、広域化・共同化、下水道使用料、使用料体系  
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「第２期那須塩原市下水道中期ビジョン」はＰＤＣＡサイクルにより、定期的に事

業評価を行い、必要に応じて計画見直しを行いながら、より効率的かつ効果的な事業

実施を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐ  
（ＰＬＡＮ）  

各種計画策定  

Ｄ  
（ＤＯ）  

各種事業の実施  

Ａ  
（ＡＣＴ ) 

下水道中期ビジョン

の改善見直し  

那須塩原市下水道が目指す将来像  

を示すものとして  

『第２期那須塩原市下水道中期ビジョン』  

を策定しました。  
 

基本理念・基本方針を定め、  

前期計画(R3～R7) 

後期計画(R8～R12)を策定しました  

『第２期那須塩原市下水道中期ビジョン』  

前期計画に基づき、  

各種事業を実施します。  
 

各事業の中でも、  

最新技術導入やコスト縮減等を検討し、  

より効率的･効果的な事業実施を目指します  

前期計画で定めた  

施策目標や事業実施状況を  

評価・分析・公表します。  
 

目標どおりの事業進捗か？  

効果は出ているのか？などを評価し、  

市民の皆さまにも公表します  

事業評価結果や  

市民の皆さまのニーズをお聞きし、  

『第２期那須塩原市下水道中期ビジョ

ン』の改善見直しを行います。  
 

事業実施状況や市民ニーズ等に応じ、  

5 年または 10 年に１回の  

改善見直しを行います  

『第２期那須塩原市下水道中期ビジョン』の定期的改善見直しで  

那須塩原市の将来像実現へ  

■用語解説参照   ＰＤＣＡサイクル  

２．ＰＤＣＡサイクルによる下水道中期ビジョンの実行方針  

Ｃ  
（ＣＨＥＣＫ ) 
各種事業の  
評価･分析  

定

期

的

な

改

善

見

直

し

で

レ

ベ

ル

ア

ッ

プ  

令和 2 年度  

令和 7 年度  

令和 3 年度  

  ～  

令和 7 年度  

令和 7 年度  

または  

令和 12 年度  



 6-11 

 

「第２期那須塩原市下水道中期ビジョン」では、『第４章  目標

設定と今後の施策』で位置付けた事業を確実に実施し（Ｄ）、効果

を上げるために、評価（Ｃ）・改善（Ａ）のための評価指標等を設

定し、前期計画を実行します。 

 

 

また、これらの実施状況は市民の皆様に分かりやすく開示しま

す。さらに、市民の皆様の意見を聞きながら、必要に応じて施策

目標や事業計画の見直し・改善（Ａ）を行っていきます。  

 

 

施策目標の評価シート（前期計画期間） 

基本方針  
評価指標  

等  

現状  
前期計画  
目標  

実績  

R1 R7 R3 R4 R5 R6 R7 

基本方針１  

良好な水環境の

保全  

【快適】  

生活排水処理 

人口普及率 
77.2％  81.2％       

計画的更新の

推進  

 

 

 

 

      

下水汚泥の  

有効利用率  
88％  100％       

基本方針２  

安全・安心な  

まちづくり  

【強靭】  

他事業と連携

した総合的な

浸水対策の実

施  

 

      

地震対策の  

推進  

 

      

基本方針３  

健全な下水道

事業経営  

【持続】  

経費回収率  91.3％  93.0％       

 

 

 

 

ストックマネジメント計画による「施設の劣化診断

調査実施」や「計画的更新の実施」を目標とします。 

ストックマネジメント計画による更新に合わせた

耐震化を当面の目標とします。  

他事業と連携した排水調査及び各事業における排

水対策区域の設定を当面の目標とします。  


